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一
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手
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用
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す
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司
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建
設
工
事
の
足
場
の
組
立
て
等
に
お
け
る
手
す
り
先
行
工
法
採
用
の
法
制
度
化
に
関
す
る
質
問
主
意
書

足
場
は
、
建
設
工
事
に
お
い
て
広
く
使
用
さ
れ
て
お
り
、
工
事
に
従
事
す
る
者
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
労
働
安
全
衛
生

規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
は
、
事
業
者
に
対
し
て
足
場
の
組
立
、
解
体
、
変
更
の
作
業
時
及
び
使
用
時

（
以
下
「
足
場
の
組
立
て
等
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
危
険
の
防
止
措
置
を
義
務
付
け
て
い
る
。
厚
生
労
働
省
は
、
足
場
か
ら

の
墜
落
・
転
落
に
よ
る
労
働
災
害
を
防
止
す
る
た
め
、
「
手
す
り
先
行
工
法
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
平
成
十
五
年
四
月

一
日
基
発
第
〇
四
〇
一
〇
一
二
号
）
及
び
そ
の
改
定
（
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日
基
発
第
〇
四
二
四
〇
〇
一
号
の
別
紙
）

（
以
下
「
手
す
り
先
行
工
法
等
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。
）
並
び
に
「
足
場
等
か
ら
の
墜
落
等
に
係
る
労
働
災
害

防
止
対
策
の
徹
底
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日
基
安
発
第
〇
四
二
四
〇
〇
三
号
）
以
来
、
数
次
に
わ
た
り
発

出
さ
れ
て
い
る
「
足
場
か
ら
の
墜
落
・
転
落
災
害
防
止
総
合
対
策
推
進
要
綱
の
改
正
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十

日
基
安
発
〇
五
二
〇
第
一
号
）
の
別
添
「
安
衛
則
の
確
実
な
実
施
に
併
せ
て
実
施
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
『
よ
り
安
全
な
措

置
』
等
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
手
す
り
先
行
工
法
の
積
極
的
採
用
を
建
設
関
係
の
事
業
主
団
体
等
に
求
め
て
い
る
。
し
か

し
、
今
日
に
至
る
ま
で
の
間
、
建
設
労
働
災
害
に
占
め
る
墜
落
・
転
落
事
故
割
合
は
四
割
を
超
え
続
け
、
抜
本
的
な
解
決
方
向

が
見
え
な
い
状
況
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
平
成
二
十
八
年
の
第
百
九
十
二
回
国
会
に
お
い
て
衆
・
参
両
議
院
の
全
会
一
致

一



で
議
員
立
法
と
し
て
「
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
十

一
号
）
（
以
下
「
建
設
職
人
基
本
法
」
と
い
う
。
）
が
制
定
さ
れ
た
。

手
す
り
先
行
工
法
に
つ
い
て
は
、
後
記
の
と
お
り
、
数
次
に
わ
た
り
国
会
で
の
質
疑
が
あ
り
、
国
の
直
轄
工
事
（
足
場
の
組

立
て
等
に
お
い
て
、
手
す
り
先
行
工
法
に
よ
る
二
段
手
す
り
と
幅
木
の
設
置
を
土
木
工
事
共
通
仕
様
書
等
で
義
務
付
け
て
い

る
。
）
で
は
、
同
工
法
を
採
用
し
た
現
場
に
お
い
て
、
足
場
か
ら
の
墜
落
に
よ
る
死
亡
事
故
は
な
か
っ
た
旨
の
国
会
答
弁
が
あ

り
、
建
設
職
人
基
本
法
の
目
指
す
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
健
康
の
確
保
に
と
っ
て
有
効
な
工
法
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ

る
。こ

の
よ
う
な
状
況
に
鑑
み
、
建
設
工
事
の
足
場
の
組
立
て
等
に
お
け
る
手
す
り
先
行
工
法
採
用
を
法
制
度
化
す
る
べ
き
と
考

え
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

厚
生
労
働
省
に
設
置
さ
れ
た
「
建
設
業
に
お
け
る
墜
落
・
転
落
防
止
対
策
の
充
実
強
化
に
関
す
る
実
務
者
会
合
」
（
以
下

「
実
務
者
会
合
」
と
い
う
。
）
の
第
一
回
（
平
成
三
十
年
五
月
三
十
一
日
）
に
お
け
る
配
付
資
料
四
に
よ
れ
ば
、
手
す
り
先

行
工
法
の
採
用
率
は
、
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
に
か
け
て
、
全
体
で
は
三
十
・
二
％
か
ら
四
十
四
・
七
％

に
上
昇
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
、
同
期
間
中
、
民
間
で
は
十
七
・
五
％
か
ら
三
十
四
・
五
％
の
上
昇
と
な
っ
て
い
る
。
民

二



間
の
採
用
率
が
全
体
よ
り
も
低
い
水
準
で
推
移
し
て
い
る
原
因
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
分
析
・
評
価
し
て
い
る
の

か
、
民
間
の
採
用
率
の
向
上
に
向
け
て
ど
の
よ
う
な
取
組
を
行
っ
て
い
る
の
か
。

二

国
会
で
は
、
手
す
り
先
行
工
法
の
有
効
性
に
つ
い
て
、
八
年
前
に
既
に
「
国
土
交
通
省
が
発
注
し
た
工
事
に
お
い
て
手
す

り
先
行
工
法
等
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
い
て
足
場
を
設
置
し
た
工
事
で
は
墜
落
死
亡
事
故
は
発
生
し
て
い
な
い
」

旨
の
国
土
交
通
省
の
答
弁
（
第
百
七
十
六
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
議
録
第
二
号
、
平
成
二
十
二
年
十
月
十
二
日
）
が
あ

る
。
さ
ら
に
最
近
で
は
、
「
平
成
十
五
年
度
の
土
木
工
事
共
通
仕
様
書
に
お
い
て
、
仮
設
工
事
の
施
工
に
当
た
っ
て
適
用
す

べ
き
諸
基
準
の
一
つ
と
し
て
手
す
り
先
行
工
法
等
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
位
置
付
け
て
い
る
と
こ
ろ
、
平
成
二
十
七
年

度
及
び
平
成
二
十
八
年
度
に
お
い
て
、
手
す
り
先
行
工
法
を
採
用
し
た
現
場
で
は
、
足
場
か
ら
の
墜
落
に
よ
る
死
亡
事
故
は

な
か
っ
た
」
旨
の
国
土
交
通
省
の
答
弁
（
第
百
九
十
三
回
国
会
参
議
院
国
土
交
通
委
員
会
会
議
録
第
九
号
、
平
成
二
十
九
年

四
月
十
八
日
）
及
び
「
実
務
者
会
合
の
委
員
は
、
手
す
り
先
行
工
法
の
有
効
性
を
認
識
し
て
お
り
、
一
定
の
有
効
性
が
あ
る

も
の
と
思
う
」
旨
の
厚
生
労
働
大
臣
の
答
弁
（
第
百
九
十
七
回
国
会
参
議
院
予
算
委
員
会
会
議
録
第
二
号
、
平
成
三
十
年
十

一
月
七
日
）
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
建
設
職
人
基
本
法
に
基
づ
き
平
成
二
十
九
年
六
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
基
本
計
画
に
「
公
共
工
事
の
み
な
ら
ず

三



全
て
の
建
設
工
事
に
つ
い
て
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
を
図
る
こ
と
が
等
し
く
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑

み
、
墜
落
・
転
落
災
害
の
発
生
状
況
や
関
連
す
る
施
策
の
実
績
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
墜
落
・
転
落
災
害
防
止
対
策
の
充
実
強

化
に
つ
い
て
調
査
・
検
討
を
行
っ
た
上
で
速
や
か
に
実
効
性
の
あ
る
対
策
を
講
ず
る
。
」
と
明
示
さ
れ
て
い
る
。
厚
生
労
働

大
臣
答
弁
に
あ
る
実
務
者
会
合
に
お
い
て
は
、
当
該
基
本
計
画
の
趣
旨
を
体
し
、
「
足
場
か
ら
の
墜
落
防
止
措
置
に
関
す
る

調
査
研
究
会
」
（
平
成
十
九
年
五
月
設
置
）
、
「
足
場
か
ら
の
墜
落
防
止
措
置
の
効
果
検
証
・
評
価
検
討
会
」
（
平
成
二
十

二
年
八
月
設
置
）
等
の
従
来
の
検
討
会
等
で
の
轍
を
踏
む
こ
と
の
な
い
よ
う
、
既
に
遅
き
に
失
し
た
と
は
い
え
、
手
す
り
先

行
工
法
採
用
の
法
制
度
化
に
向
け
て
、
そ
の
結
論
を
出
す
べ
き
時
期
に
来
て
い
る
と
思
料
す
る
。

�

厚
生
労
働
省
は
、
こ
れ
ま
で
数
次
に
わ
た
り
、
手
す
り
先
行
工
法
を
は
じ
め
と
す
る
足
場
の
安
全
対
策
の
た
め
の
検
討

会
等
を
開
催
し
、
ま
た
、
関
連
通
達
を
そ
の
都
度
発
出
し
た
が
、
手
す
り
先
行
工
法
採
用
を
法
制
度
化
す
る
こ
と
が
な

か
っ
た
。
そ
の
間
に
多
く
の
建
設
工
事
従
事
者
が
墜
落
・
転
落
に
よ
り
被
災
し
て
き
た
。
法
制
度
化
で
き
な
い
理
由
（
障

壁
）
を
ど
う
認
識
し
て
い
る
か
。

�

建
設
工
事
の
足
場
か
ら
の
墜
落
・
転
落
に
よ
る
事
故
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
民
間
等
の
発
注

者
を
問
わ
ず
、
全
て
の
建
設
工
事
の
足
場
の
組
立
て
等
の
現
場
に
お
い
て
、
工
事
を
受
注
し
た
事
業
者
に
対
し
て
、
厚
生

四



労
働
大
臣
の
意
向
を
汲
み
、
手
す
り
先
行
工
法
採
用
を
法
制
度
化
す
る
方
向
で
、
実
務
者
会
合
は
結
論
の
取
り
ま
と
め
を

目
指
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
仮
に
、
そ
れ
が
困
難
で
あ
れ
ば
そ
の
理
由
（
障
壁
）
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
そ
の

理
由
（
障
壁
）
は
、
足
場
か
ら
の
墜
落
・
転
落
に
よ
っ
て
被
災
し
た
者
や
そ
の
家
族
の
立
場
を
真
に
受
け
止
め
た
も
の
と

言
え
る
の
か
併
せ
て
お
答
え
い
た
だ
き
た
い
。

�

実
務
者
会
合
開
催
要
綱
の
趣
旨
（
第
一
回
配
付
資
料
一
）
に
「
労
働
安
全
衛
生
法
令
の
改
正
も
視
野
に
必
要
な
方
策
に

つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
」
と
あ
る
が
、
こ
の
文
言
は
、
手
す
り
先
行
工
法
の
採
用
を
視
野
に
入
れ
た
表
現
な
の
か
。

�

従
来
の
検
討
会
等
は
、
直
接
足
場
工
事
に
従
事
し
て
い
な
い
主
に
経
営
者
側
団
体
の
代
表
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
た
。

今
回
、
実
務
者
会
合
と
銘
打
っ
て
い
る
以
上
、
従
来
の
検
討
会
等
と
の
差
異
が
あ
る
の
か
。
な
お
、
そ
の
差
異
は
、
真
に

被
災
し
た
者
と
そ
の
家
族
の
立
場
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
と
理
解
し
て
よ
い
の
か
。

右
質
問
す
る
。

五


